
            

特定非営利活動法	
᪥ᮏ成人▹ṇṑ⛉Ꮫ఍

 ▹ṇṑ⛉ᝈ⪅ࡢ㌿་࡟㝿ࡢ࡚ࡋ▹ṇ㈝⏝ࡢ㏉㔠࡟㛵ࡿࡍᣦ㔪

 

 

➨㸯 ᮏᣦ㔪ࡣ▹ṇṑ⛉ᝈ⪅ࡀ㌿་ࡣ࠸ࡿ࠶἞⒪ࢆ୰Ṇࡿࡍ㝿ࠊ࡟Ẹἲࡧࡼ࠾ᾘ㈝⪅ዎ⣙ 

   ἲࡢ㑂Ᏺࢆ௨࡚ࠊᝈ⪅ࡢᶒ฼ࢆಖㆤࠊࡋ▹ṇ㈝⏝ࡢ㏉㔠ࡀ෇ࢆ࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜࡟⁥┠ 

   ⓗࠋࡿࡍ࡜ 

 

➨㸰 ᝈ⪅ࡽ࠿㌿་ࡸ἞⒪୰Ṇࡋ⏦ࡢฟࡓࡗ࠶ࡀሙྜࡓࡲࠊ௚ࡢ఍ဨ࡟἞⒪⥅⥆ࢆ౫㢗ࡍ 

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡵồࢆ㑂Ᏺࡢᣦ㔪ࡢ௨ୗࠊሙྜࡿ   

 

➨㸱 ఍ဨࡣ㌿་ࡿࡍᝈ⪅࡟ᑐࠊ࡚ࡋ἞⒪ෆᐜࡸ἞⒪㈝➼࡚࠸ࡘ࡟⌧ᅾࡢ୺἞་࡜㌿་ඛ 

 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚࠼ఏ࡟㝿ࡢ㌿་ࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㐪┦࡟㛫ࡢ୺἞་ࡢ   

 

➨㸲 ఍ဨࡣ㌿་ࡧࡼ࠾἞⒪୰Ṇ࡟㝿ࠊ࡚ࡋ▹ṇ㈝⏝ࢆ἞⒪ࡢ㐍⾜≧ែࢆᇶ࡟Ύ⟬ࠊ㏉㔠 

 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ࡞ࡇ࠾ࢆ   
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Ć医ąで改:IĉðĊċ�Wうë要�ñるòóĎとx�q:�ÊÕ�ìþë

 

要

 

になるòóĎ

にôいIāõ4I§ö。

 

1.)�人に§¨る©ª«¬F­®¯°±にLる¥療�場合、�U 用²�³は¥療� ́ µ®¶

·¥療�¹Wº»¸¼½¾�¥療¿À¦らÁ^する。インÎイÏÐ¯にLる �U°±�deÊ

Õ�すでにØÙÖ|Iいる場合は、ÓÔÊÕ¦らy|�ÜÝいq³ �対象と4Ià�する。

��á_¥療、 MTM、 âã的¥療に§いIも¥療Þ了pで�¥療¿À�äßoなど¦らÁ^する。

pq、°±ùú4Iåもないûæç�üÕに関4Iは、è^Ăă�ÊÕもéêする 。

�な§ý¥療、è^°±�ýÈÉ�ë要な場合などは、ìþ 用�í求�|るî�ï医はûæに

āõ4I§ö 。 

    

3.

 

Ć医ąでインÎイÏÐ¯にLる�U°±�de�ýoë要になる場合もñる�

 

で

 

、÷qなde

ÊÕ�×bするòóĎ�ñるyと�āõ�4I§ö。 



 
 
 

            公益社団法人日本矯正歯科学会 

 矯正歯科患者の転医に際しての矯正費用の返金に関する指針 

 

➨㸯 ᮏ指㔪は▹ṇṑ⛉患⪅が㌿医あるいは἞⒪を中Ṇする㝿に、Ẹἲおよびᾘ㈝⪅契⣙ 

   ἲの㑂守を以て、患⪅のᶒ利を保ㆤし、▹ṇ㈝⏝の㏉㔠が円⁥に⾜われることを┠ 

   ⓗとする。 

➨㸰 患⪅から㌿医や἞⒪中Ṇの⏦し出があった場合、また他の会員に἞⒪⥅⥆を依㢗す 

   る場合、以下の指㔪の㑂守をồめるものである。 

➨㸱 会員は㌿医する患⪅に対して、἞⒪内容や἞⒪㈝➼について⌧在の主἞医と㌿医先 

   の主἞医の㛫に┦㐪があることを、㌿医の㝿に伝えておかなければならない。 

➨㸲 会員は㌿医および἞⒪中Ṇに㝿して、▹ṇ㈝⏝を἞⒪の㐍⾜≧態を基にΎ⟬、㏉㔠 

   をおこなわなければならない。 

➨㸳 Ọ久ṑ列ᮇのマルチブラケット⿦⨨による἞⒪の場合、▹ṇ㈝⏝⢭⟬㢠は἞⒪のス 

   テップ㸦἞⒪の㐍⾜≧態㸧や今後の἞⒪内容などからỴ定する。また㠀抜ṑ἞⒪や 

   他の἞⒪ἲにおいても同ᵝに἞⒪⤊了までの἞⒪内容の到㐩度などからỴ定する。 

   ㏉㔠㢠のỴ定に㝿しては以下の⾲を参⪃とする。 

    

἞⒪のステップ ㏉㔠の┠安 

前ṑ㒊の整列(初ᮇ) 60㹼70% 

≟ṑの⛣動 40㹼60% 

ṑ列の✵㝽㛢㙐 30㹼40% 

ṑ列咬合の仕上げ 20㹼30% 

保定 0〜5% 

      㸦マルチブラケットἲによる抜ṑ⑕例など㸧 

㸦なお保定において、再἞⒪、保定⿦⨨の再作〇が必せになった場合などは、 

 別㏵㈝⏝がㄳồされることが想定されます㸧 

 乳�. ṑ列・ΰ合ṑ列ᮇに἞⒪を㛤始した場合、以下のせ㡿でỴ定する。  

(A)➨ 1ᮇ἞⒪分のみの἞⒪契⣙をしている場合 

 㸦1㸧主ッまたは➨ 1ᮇ἞⒪の┠ᶆが㐩成されている場合、἞⒪⤊了として㏉㔠 

   不せとする。 

 㸦2㸧主ッが改善されていない場合、἞⒪の⥅⥆が必せと判断される場合、⌧在 

   までの἞⒪の㐍⾜≧態と今後予想される἞⒪内容を⪃慮してỴ定する。 

(B)➨ 2ᮇ἞⒪㸦Ọ久ṑ列ᮇ㸧まで含めて἞⒪㈝の契⣙をしている場合 

  ➨ 1ᮇ἞⒪が⤊了している場合、἞⒪㈝㏉㔠の┠安は 60㸣⛬度とする。 

➨㸵 ᮏ指㔪の変᭦は、⌮事会の㆟Ỵを⤒て⾜うことができる。 

➨㸶 その他必せある事㡯については、⌮事会においてỴ定する。 

➨㸷 ᮏ指㔪は、平成 28年 11᭶ 7᪥より施⾜する。 

ᮏ指㔪は、平成 30年 5᭶ 21᪥に一㒊改ṇする。 

ᮏ指㔪は、令和元年 9᭶ 30᪥に一㒊改ṇする。 

 

᪥ᮏ成人▹ṇṑ⛉Ꮫ఍

 

▹ṇ㈝⏝⢭⟬┠Ᏻ

 

 

 

 

 

 

 ď�¸ᨭᡶ῭ࡳと�って
��
���て����������
 

἞⒪ࣉࢵࢸࢫࡢ  ㏉㔠ࡢ┠Ᏻ 

ୖୗ㢡ṑิิᩚࡢ୰ 60㹼90%  

ṑิࡢ✵㝽㛢㙐୰   

ṑิညྜࡢ௙ୖࡆ୰ 10㹼40%  

ಖᐃ 0㹼5% 

 

 

 

 

 

 

 

�  

�

➨㸴 ᮏᣦ㔪ࡢኚ᭦ࠊࡣ⌮஦఍ࡢ㆟Ỵࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜࡚⤒ࢆ

➨㸵 ࠋࡿࡍỴᐃ࡚࠸࠾࡟஦఍⌮ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟஦㡯ࡿ࠶௚ᚲせࡢࡑ

➨㸶 ᮏᣦ㔪ࠊࡣᖹᡂ元ᖺ3᭶21᪥ࡾࡼ᪋⾜ࠋࡿࡍ

40ø70%

            公益社団法人日本矯正歯科学会 

 矯正歯科患者の転医に際しての矯正費用の返金に関する指針 

 

➨㸯 ᮏᣦ㔪は▹ṇṑ⛉ᝈ⪅が㌿་あるいは἞⒪を中Ṇする㝿に、Ẹἲおよびᾘ㈝⪅ዎ⣙ 

   ἲの㑂Ᏺを௨て、ᝈ⪅のᶒ฼をಖㆤし、▹ṇ㈝⏝の㏉㔠が෇⁥に⾜われることを┠ 

   ⓗとする。 

➨㸰 ᝈ⪅から㌿་や἞⒪中Ṇの⏦しฟがあったሙྜ、また௚の఍ဨに἞⒪⥅⥆を౫㢗す 

   るሙྜ、௨下のᣦ㔪の㑂Ᏺをồめるものである。 

➨㸱 ఍ဨは㌿་するᝈ⪅にᑐして、἞⒪ෆᐜや἞⒪㈝➼について⌧ᅾの主἞་と㌿་ඛ 

   の主἞་の㛫に┦㐪があることを、㌿་の㝿にఏえておかなければならない。 

➨㸲 ఍ဨは㌿་および἞⒪中Ṇに㝿して、▹ṇ㈝⏝を἞⒪の㐍⾜≧ែをᇶにΎ⟬、㏉㔠 

   をおこなわなければならない。 

➨㸳 Ọ久ṑิᮇのマルチブラケット⿦⨨による἞⒪のሙྜ、▹ṇ㈝⏝⢭⟬㢠は἞⒪のス 

   テップ㸦἞⒪の㐍⾜≧ែ㸧や௒ᚋの἞⒪ෆᐜなどからỴᐃする。また㠀ᢤṑ἞⒪や 

   ௚の἞⒪ἲにおいてもྠᵝに἞⒪⤊了までの἞⒪ෆᐜの฿㐩ᗘなどからỴᐃする。 

   例�）支払済と�って
��
���て���������� 

    

἞⒪のステップ ㏉㔠の┠Ᏻ 

๓ṑ㒊のᩚิ(ึᮇ) 60㹼70% 

≟ṑの⛣ື 40㹼60% 

ṑิの✵㝽㛢㙐 30㹼40% 

ṑิညྜの௙上げ 20㹼30% 

ಖᐃ 0〜5% 

      㸦マルチブラケットἲによるᢤṑ⑕౛など㸧 

㸦なおಖᐃにおいて、෌἞⒪、ಖᐃ⿦⨨の෌స〇がᚲせになったሙྜなどは、 

 ู㏵㈝⏝がㄳồされることが᝿ᐃされます㸧 

➨㸴 乳ṑิ・ΰྜṑิᮇに἞⒪を㛤ጞしたሙྜ、௨下のせ㡿でỴᐃする。 

(A)➨ 1ᮇ἞⒪ศのみの἞⒪ዎ⣙をしているሙྜ 

 㸦1㸧主ッまたは➨ 1ᮇ἞⒪の┠ᶆが㐩ᡂされているሙྜ、἞⒪⤊了として㏉㔠 

   不せとする。 

 㸦2㸧主ッがᨵၿされていないሙྜ、἞⒪の⥅⥆がᚲせとุ᩿されるሙྜ、⌧ᅾ 

   までの἞⒪の㐍⾜≧ែと௒ᚋண᝿される἞⒪ෆᐜを⪃៖してỴᐃする。 

(B)➨ 2ᮇ἞⒪㸦Ọ久ṑิᮇ㸧までྵめて἞⒪㈝のዎ⣙をしているሙྜ 

  ➨ 1ᮇ἞⒪が⤊了しているሙྜ、἞⒪㈝㏉㔠の┠Ᏻは 60㸣⛬ᗘとする。 

➨㸵 ᮏᣦ㔪のኚ᭦は、⌮஦఍の㆟Ỵを⤒て⾜うことができる。 

➨㸶 その௚ᚲせある஦㡯については、⌮஦఍においてỴᐃする。 

➨㸷 ᮏᣦ㔪は、ᖹᡂ 28ᖺ 11᭶ 7᪥より᪋⾜する。 

ᮏᣦ㔪は、ᖹᡂ 30ᖺ 5᭶ 21᪥に一㒊ᨵṇする。 

ᮏᣦ㔪は、௧࿴ඖᖺ 9᭶ 30᪥に一㒊ᨵṇする。 

 

᪥ᮏ成人▹ṇṑ⛉Ꮫ఍

 

▹ṇ㈝⏝⢭⟬┠Ᏻ

 

 

 

 

 

 

 ď¸ᨭᡶ῭ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡳᑠĕ_á_�ûæに対するüÕ���
 

἞⒪ࣉࢵࢸࢫࡢ  ㏉㔠ࡢ┠Ᏻ 

ୖୗ㢡ṑิิᩚࡢ୰ 60㹼90%  

ṑิࡢ✵㝽㛢㙐୰   

ṑิညྜࡢ௙ୖࡆ୰ 10㹼40%  

ಖᐃ 0㹼5% 
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�

➨㸴 ᮏᣦ㔪ࡢኚ᭦ࠊࡣ⌮஦఍ࡢ㆟Ỵࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜࡚⤒ࢆ

➨㸵 ࠋࡿࡍỴᐃ࡚࠸࠾࡟஦఍⌮ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟஦㡯ࡿ࠶௚ᚲせࡢࡑ

➨㸶 ᮏᣦ㔪ࠊࡣᖹᡂ元ᖺ3᭶21᪥ࡾࡼ᪋⾜ࠋࡿࡍ

40ø70%


